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第１（目的） この要項は，自然科学研究機構分子科学研究所規則（平成１６年分研規則 
第１号）第５条第２項の規定により，自然科学研究機構分子科学研究所（以下「研究所」 
という。）における産学連携研究アドバイザー制度の実施に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 
 
第２（職務） 産学連携研究アドバイザーは，研究所の産学連携研究に関して指導，助言等

に当たる。 
 
第３（資格） 産学連携研究アドバイザーとなることができる者は，分子科学の分野におい

て特に優れた研究業績を有する者又は産学連携関係に特に精通した者とする。 
 
第４（委嘱） 産学連携研究アドバイザーは，分子科学研究所長が委嘱する。 
２ 前項の委嘱期間は，２年以内とし，再委嘱を妨げない。 
 
第５（秘密保持義務） 産学連携研究アドバイザーは，職務上知り得た秘密を研究所の許

可なく漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。  
 

附 則 
この要項は，令和４年４月１５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 


